
①入園料 8,000円/回
②保育料 5,900円/月 年額70,800円

①入園料
②保育料 各市町村が設定

子ども・子育て支援新制度 （公立幼稚園） について

平成２６年１１月 （学校教育課）

公立幼稚園が新制度に入らないという選択肢は取り得ない。 平成２７年４月から新制度に基づく公立幼稚園へ移行

（匝瑳市子ども・子育て会義資料）

１ 新制度の利用の流れ
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申込みをします
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幼稚園から
入園の内定を
受けます

３

幼稚園を通じて
利用のための
認定を申請します

４

幼稚園を通じて
市町村から認定証が
交付されます
(1号認定)

５

幼稚園と
契約をします

〈要件〉 〈利用先〉

特別な要件無し
(満3歳以上）

（幼稚園）

※新制度に入らない私立幼稚園もあります。新制度に入らない私立幼稚園の利用の手続きや保育料は今までどおりです。

２ 新制度の利用者負担

【新制度導入前】 【平成27年４月新制度導入以降】

原則：× （所得に応じた利用者負担額を毎月徴収）

（月途中で入退園した場合、日割り計算→月２０日を基本として計算）（月途中で入退園した場合も月額徴収）

保育料

１号認定 教育標準時間認定



③就園奨励費国庫補助金 補助率1/3×約0.65

④預かり保育（のさか幼稚園のみ実施）

・利用料 300円/日 5,000円/月 ＋おやつ代100円/日

・市単独で実施 （補助なし）

・利用者 ５人（月平均）

③就園奨励費国庫補助金 “廃止”

④原則「一時預かり事業（幼稚園型）」へ移行

・利用料 各市町村が設定

・市町村から「一時預かり事業」を受託

補助基準額（国基準） ・仮単価 400円/日

Ｈ２６年度就園奨励費による減免後保育料（下段年額）

※上記区分に関わらず、１８歳未満の第３子以降は
市単独で保育料を免除（無料化）

保育料（一律）

就園奨励費等
（キャッシュバック）

所得に応じた保育料【新制度導入前】 【新制度導入以降】

低 所得 高 低 所得 高

国が定めた公私共通の保育料上限額

（国1/3、県1/3）

※国として一律の基準は設けない。

（調整率）


